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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第28期

中間連結会計期間
第29期

中間連結会計期間
第28期

会計期間
自2024年９月１日
至2025年２月28日

自2025年９月１日
至2026年２月28日

自2024年９月１日
至2025年８月31日

売上高 （千円） 14,530,758 14,942,916 29,070,434

経常利益 （千円） 1,783,799 1,649,326 3,383,606

親会社株主に帰属する中間（当

期）純利益
（千円） 1,244,477 1,133,111 2,432,598

中間包括利益又は包括利益 （千円） 1,242,391 1,141,629 2,431,637

純資産額 （千円） 8,696,206 10,556,965 9,797,903

総資産額 （千円） 14,672,375 17,033,338 16,583,949

１株当たり中間（当期）純利益金

額
（円） 41.71 38.42 81.34

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額
（円） 40.90 37.91 79.93

自己資本比率 （％） 59.2 61.7 58.9

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 801,495 844,567 2,417,808

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △261,924 △620,820 △367,822

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △399,359 △450,891 △808,778

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
（千円） 6,463,614 7,337,466 7,564,611

　（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．当社は、2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第28期の期首に

当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額を算定しております。

３．第29期の「１株当たり中間純利益金額」の算定上、株式需給緩衝信託Ⓡが保有する当社株式を期中平均株式

数の計算において控除する自己株式に含めております。
 
 

２【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当中間連結会計期間及び本半期報告書提出日（2026年４月14日）現在において、新たな事業等のリスクの発生、ま

たは、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

（１）財政状態及び経営成績の状況

①財政状態の状況

（資産）

当中間連結会計期間末の資産合計は17,033,338千円（前連結会計年度末比2.7％増）となりました。これは

主に現金及び預金が226,910千円、受取手形及び売掛金が357,621千円減少した一方で、原材料及び貯蔵品が

120,844千円、その他の流動資産のうち前払費用が127,960千円、有形固定資産のうち土地が133,871千円、投

資有価証券が420,059千円、その他の投資その他の資産のうち長期前払費用が227,441千円増加したこと等によ

るものであります。

（負債）

当中間連結会計期間末の負債合計は6,476,373千円（前連結会計年度末比4.6％減）となりました。これは主

に未払法人税等が124,182千円、その他の流動負債のうち未払消費税等が214,733千円減少したこと等によるも

のであります。

（純資産）

当中間連結会計期間末の純資産合計は10,556,965千円（前連結会計年度末比7.7％増）となりました。これ

は主に利益剰余金が953,207千円、自己株式が301,942千円増加したこと等によるものであります。

 

②経営成績の状況

当中間連結会計期間における我が国経済は、一部に米国の通商政策の影響が見られるものの、全体としては

緩やかな回復基調が続いています。先行きにつきましては、積極財政への期待や各種政策の効果もあり、引き

続き緩やかな回復が続くことが期待されます。しかしながら、米国の通商政策がもたらす景気の下押しリスク

については、引き続き留意する必要があります。また、雇用や所得環境の改善を背景に、個人消費は復調の兆

しがみられるものの、引き続き金融市場の変動による影響は懸念されており、今後においても注視する必要が

あります。

当社グループが主にサービスを提供する中小企業においては、日本政策金融公庫総合研究所発表の「中小企

業景況調査（2026年２月調査）要約版」（2026年２月27日発表）によると、中小企業の売上げＤＩはマイナス

幅が縮小し、利益額ＤＩもまた改善傾向にあります。今後３ヶ月の売上げ見通しＤＩは上昇傾向で推移すると

予想されております。

このような事業環境の中、当社グループにおいては、2027年８月期を最終年度とする中期経営計画「NEXT

GROWTH 2027」を策定しております。中期経営計画では「中小企業の課題を「若手の積極的な活用」と「組織

力」で解決するプロフェッショナルな企業グループとなる。」を基本方針とし、数値目標は、売上高402億

円、営業利益46.3億円、ＥＰＳ（１株当たり当期純利益）108.67円、ＲＯＥ（自己資本利益率）26.1％として

おります。

当中間連結会計期間において、代理店チャネルの強化を図ったことによる新規取次件数の増加を中心に、テ

レマーケティングを主軸とした営業戦略が奏功し、顧客接触の機会が拡大いたしました。また、デジタルマー

ケティング施策の継続的な見直しによる効果がこれを補完し、「オフィス光119」及び「オフィスでんき119」

の契約数が着実に拡大し、売上高の伸長に寄与いたしました。

電力小売販売「オフィスでんき119」においては、日本卸電力取引所（ＪＥＰＸ）の電力取引価格は、前年

同中間期と比較し低単価かつ比較的安定した水準で推移いたしました。当社顧客全体の電力使用量は、冬季電

力需要期であったこと及び契約保有件数を堅調に積み上げたことにより、前年同中間期と比較して増加し、売

上高及び各段階利益もまた、連動し逓増いたしました。

Ｗｅｂ集客においては、2027年８月期末まで集客割合50％以上を維持する目標に対し、定期的な計画の見直

しを行いながら、着実に推進しています。

当社は、2025年12月に、株主様の利便性向上を目的に、優待品目をＱＵＯカードからご希望に応じて交換先

を選択できる株式会社デジタルプラスが提供するデジタルギフト®に変更することを発表いたしました。これ

により、当社株式の投資魅力、出来高並びに流動性が高まることを期待しております。

また、人的資本投資の一環として、2026年２月に人財教育ラボラトリー（札幌）を移設及び拡張し、人材教

育への投資を強化いたしました。今後においても、グループ全社における人員の増強、並びに教育体制の整備

に注力し、組織力の強化を図ってまいります。
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この結果、当中間連結会計期間の経営成績は、売上高14,942,916千円（前年同中間期比2.8％増）、営業利

益1,655,718千円（同4.9％減）、経常利益1,649,326千円（同7.5％減）、親会社株主に帰属する中間純利益

1,133,111千円（同8.9％減）となりました。

セグメントごとの概況は、次のとおりであります。

（オフィス光119事業）

中小企業向け光コラボレーション「オフィス光119」については、代理店経由の新規顧客開拓は引き続き好

調であり、契約保有回線数の堅調な増加に大きく寄与いたしました。解約率につきましては、顧客サポートの

充実と満足度向上に向けた継続的な取り組みにより、0.64％と安定した水準で推移しています。

また、2026年８月期末の契約保有件数目標148,000契約について、人員配置の見直しを含む様々な要因か

ら、計画に対し遅れが見られる状況です。

当事業にかかる費用については、Ｗｅｂ集客の継続的な見直し及び強化に伴い、前年同中間期と比較し広告

宣伝費用が増加いたしました。

この結果、オフィス光119事業の売上高は6,500,548千円（前年同中間期比5.7％増）となり、セグメント利

益は829,008千円（同1.3％減）となりました。

 

（オフィスでんき119事業）

電力小売販売「オフィスでんき119」は、代理店経由の新規契約が増加したほか、引き続き自社テレマーケ

ティング活動を強化したことから、契約保有件数は伸長いたしました。

また、既存顧客へのリテンション活動を積極的に展開したことのほか、人員配置の再設計が解約率の改善に

つながりました。引き続き顧客満足度向上のための施策を検討及び実施することで、解約率の低減に努めてま

いります。

当事業に係る費用については、暖冬の影響がみられたものの、「オフィスでんき119」の契約件数伸長に起

因し、顧客全体の電力使用量が増加したことから、仕入コストについても上昇する結果となりました。

また、2026年８月期末の契約保有件数目標71,000契約に向けて、契約保有件数は堅実に増加しており、目標

達成に向けて順調に推移しています。

サステナビリティ経営の一環としての活動及びマテリアリティ目標の一つとして販売に傾注する「オフィス

でんき119」再エネプランは、2027年８月期までに契約保有件数の75％以上を再エネプランにする目標に対

し、2026年２月末時点で77.0％と目標を前倒して達成いたしました。当社は、カーボンニュートラルや脱炭素

社会の実現を推進する企業として、引き続き「オフィスでんき119」再エネプランの販売を強化してまいりま

す。

この結果、オフィスでんき119事業の売上高は7,087,241千円（前年同中間期比6.7％増）となり、セグメン

ト利益は1,188,083千円（同6.4％増）となりました。

 

（オフィスソリューション事業）

情報端末機器の販売において、ＵＴＭのほか、セキュリティＷｉ－Ｆｉ等のセキュリティ関連機器に対する

需要は高い状況が続いております。しかしながら、アポイント取得担当部署の活用による顧客接点の増加を活

かしきれず、成約率は伸び悩みました。ターゲット層の厳選や案内商材の見直し、営業人員の知識力向上を目

的とした研修の充実化を図ることで、成約率の改善に注力してまいります。

この結果、オフィスソリューション事業の売上高は1,355,126千円（前年同中間期比22.0％減）となり、セ

グメント利益は203,624千円（同23.3％減）となりました。
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（２）キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

227,144千円減少し、7,337,466千円となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は、844,567千円（前年同中間期は801,495千円の獲得）となりました。これ

は、法人税等の支払額627,025千円等により資金を使用した一方で、税金等調整前中間純利益1,649,326千円等

により資金を獲得したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、620,820千円（前年同中間期は261,924千円の使用）となりました。これ

は、主に有形固定資産の取得による支出194,387千円、投資有価証券の取得による支出407,696千円等により資

金を使用したことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、450,891千円（前年同中間期は399,359千円の使用）となりました。これ

は、主に自己株式の処分による収入706,821千円等により資金を獲得した一方で、配当金の支払額179,905千

円、自己株式の取得による支出981,627千円等により資金を使用したことによるものであります。

 

（３）経営方針・経営戦略等

当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありませ

ん。

 

（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更

はありません。

 

（５）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

（６）研究開発活動

該当事項はありません。

 

３【重要な契約等】

当中間連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。

 

（流通株式比率向上を目的とする株式需給緩衝信託Ⓡの設定）

当社は、2025年10月15日開催の取締役会において、当社の流通株式比率向上を目的とする株式需給緩衝信託Ⓡ

（以下、「本信託」という。）の設定を決議し、野村信託銀行株式会社と本信託に関する契約を締結いたしまし

た。

詳細は、「第４　経理の状況　１　中間連結財務諸表　注記事項（追加情報）」に記載のとおりであります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 96,000,000

計 96,000,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（2026年２月28日）

提出日現在発行数（株）
（2026年４月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 30,067,000 30,067,000

東京証券取引所

スタンダード市場

名古屋証券取引所

プレミア市場

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら

限定のない当社にお

ける標準となる株式

であります。なお、

単元株式数は100株

であります。

計 30,067,000 30,067,000 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、2026年４月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額

（千円）

資本準備金
残高
（千円）

2025年９月１日（注）１ 14,993,100 29,986,200 － 641,253 － 631,253

2025年９月１日～

2026年２月28日（注）２
80,800 30,067,000 5,127 646,381 5,127 636,381

（注）１．2025年７月14日開催の取締役会決議により、2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割

を行っております。発行済株式総数は、14,993,100株増加し、29,986,200株となっております。

２．新株予約権の行使による増加であります。
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（５）【大株主の状況】

   2026年２月28日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

山本　文彦 三重県四日市市 11,594,400 38.56

株式会社ＦＴコミュニケーションズ 東京都中央区日本橋蛎殻町２丁目13－６ 2,400,400 7.98

株式会社セレッソ 三重県四日市市別名１丁目13－21 2,190,000 7.28

ＵＨ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　３投資事業

有限責任組合
東京都豊島区南池袋２丁目９－９ 2,098,400 6.97

ＵＨ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　２投資事業

有限責任組合
東京都豊島区南池袋２丁目９－９ 2,098,400 6.97

光通信ＫＫ投資事業有限責任組合 東京都豊島区西池袋１丁目４－10 1,897,800 6.31

日比野　直人 名古屋市中区 1,751,000 5.82

エスアイエル投資事業有限責任組合 東京都豊島区南池袋２丁目９－９ 953,400 3.17

株式会社三十三銀行 三重県四日市市西新地７番８号 480,000 1.59

東名従業員持株会 三重県四日市市八田２丁目１－39 362,600 1.20

計 － 25,826,400 85.90
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2026年２月28日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 2,100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 30,061,500 300,615

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式でありま

す。なお、単元株式数

は100株であります。

単元未満株式 普通株式 3,400 － －

発行済株式総数  30,067,000 － －

総株主の議決権  － 300,615 －

（注）１．自己株式2,132株は「完全議決権株式（自己株式等）」に2,100株、「単元未満株式」に32株含まれておりま

す。

２．株式需給緩衝信託Ⓡに係る当社株式317,500株（議決権の数3,175個）につきましては、「完全議決権株式（そ

の他）」に含めて表示しております。

 

②【自己株式等】
 

    2026年２月28日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所
有株式数
（株）

他人名義所
有株式数
（株）

所有株式数の
合計
（株）

発行済株式
総数に対す
る所有株式
数の割合
（％）

株式会社東名
三重県四日市市八田二丁目

１番39号
2,100 － 2,100 0.01

計 － 2,100 － 2,100 0.01

（注）「第４　経理の状況　１　中間連結財務諸表　注記事項（追加情報）」に記載のとおり、当社は、株式需給緩衝信

託Ⓡ（以下「本信託」という。）を設定しており、本信託が保有する当社株式を自己株式として会計処理しており

ます。なお、当中間連結会計期間末日現在において本信託が保有する当社株式は317,500株であり、上記の自己名

義所有株式数には含めておりません。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．中間連結財務諸表の作成方法について

当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2025年９月１日から2026年２月

28日まで）に係る中間連結財務諸表について、仰星監査法人による期中レビューを受けております。
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１【中間連結財務諸表】

（１）【中間連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2025年８月31日)

当中間連結会計期間
(2026年２月28日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,884,265 7,657,355

受取手形及び売掛金 5,714,883 5,357,262

商品及び製品 33,714 21,704

原材料及び貯蔵品 244,153 364,998

その他 885,985 1,070,535

貸倒引当金 △51,146 △46,332

流動資産合計 14,711,856 14,425,522

固定資産   

有形固定資産 249,400 416,335

無形固定資産 522,776 428,814

投資その他の資産   

投資有価証券 22,554 442,613

繰延税金資産 77,408 75,451

その他 1,037,089 1,281,737

貸倒引当金 △37,136 △37,136

投資その他の資産合計 1,099,916 1,762,666

固定資産合計 1,872,092 2,607,816

資産合計 16,583,949 17,033,338

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,179,229 3,143,573

短期借入金 ※ 1,200,000 ※ 1,200,000

１年内返済予定の長期借入金 310,584 310,584

未払金 686,991 729,210

未払法人税等 691,396 567,214

賞与引当金 86,516 104,690

その他 490,244 280,688

流動負債合計 6,644,963 6,335,960

固定負債   

長期借入金 10,976 5,684

資産除去債務 79,188 50,592

その他 50,918 84,135

固定負債合計 141,082 140,412

負債合計 6,786,045 6,476,373

純資産の部   

株主資本   

資本金 641,253 646,381

資本剰余金 631,253 706,871

利益剰余金 8,487,351 9,440,559

自己株式 △663 △302,605

株主資本合計 9,759,195 10,491,206

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15,441 23,959

その他の包括利益累計額合計 15,441 23,959

新株予約権 23,266 41,799

純資産合計 9,797,903 10,556,965

負債純資産合計 16,583,949 17,033,338
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（２）【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

  （単位：千円）

 
 前中間連結会計期間
(自　2024年９月１日
　至　2025年２月28日)

 当中間連結会計期間
(自　2025年９月１日
　至　2026年２月28日)

売上高 14,530,758 14,942,916

売上原価 9,710,819 9,817,067

売上総利益 4,819,938 5,125,849

販売費及び一般管理費 ※ 3,078,826 ※ 3,470,130

営業利益 1,741,111 1,655,718

営業外収益   

受取利息 758 6,368

受取配当金 234 360

債務等決済差益 42,837 33,858

受取手数料 4,701 7,351

その他 2,859 4,936

営業外収益合計 51,391 52,875

営業外費用   

支払利息 6,731 8,017

自己株式取得費用 － 32,490

自己株式処分費用 － 17,988

その他 1,972 769

営業外費用合計 8,703 59,266

経常利益 1,783,799 1,649,326

税金等調整前中間純利益 1,783,799 1,649,326

法人税等 539,322 516,215

中間純利益 1,244,477 1,133,111

親会社株主に帰属する中間純利益 1,244,477 1,133,111
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【中間連結包括利益計算書】

  （単位：千円）

 
 前中間連結会計期間
(自　2024年９月１日
　至　2025年２月28日)

 当中間連結会計期間
(自　2025年９月１日
　至　2026年２月28日)

中間純利益 1,244,477 1,133,111

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,085 8,518

その他の包括利益合計 △2,085 8,518

中間包括利益 1,242,391 1,141,629

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 1,242,391 1,141,629
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（３）【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
 前中間連結会計期間
(自　2024年９月１日
　至　2025年２月28日)

 当中間連結会計期間
(自　2025年９月１日
　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 1,783,799 1,649,326

減価償却費 98,662 110,768

のれん償却額 8,333 10,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,848 18,173

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,874 △4,814

受取利息及び受取配当金 △992 △6,728

債務等決済差益 △42,837 △33,858

支払利息 6,731 8,017

自己株式取得費用 － 32,490

自己株式処分費用 － 17,988

売上債権の増減額（△は増加） 21,992 357,621

棚卸資産の増減額（△は増加） △20,706 △74,976

その他の流動資産の増減額（△は増加） △64,302 △194,076

仕入債務の増減額（△は減少） △416,253 △35,656

未払金の増減額（△は減少） △44,003 34,520

未払消費税等の増減額（△は減少） △47,016 △213,490

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減

少）
△1,963 △7,273

その他の流動負債の増減額（△は減少） △27,373 △16,032

その他 △68,697 △174,329

小計 1,202,094 1,477,672

利息及び配当金の受取額 859 3,553

利息の支払額 △8,266 △9,632

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △393,192 △627,025

営業活動によるキャッシュ・フロー 801,495 844,567

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △10,003 △10,234

定期預金の払戻による収入 10,000 10,000

有形固定資産の取得による支出 △10,277 △194,387

無形固定資産の取得による支出 △446 －

投資有価証券の取得による支出 － △407,696

事業譲受による支出 △100,000 －

保証金の差入による支出 △153,518 △32,540

その他 2,322 14,038

投資活動によるキャッシュ・フロー △261,924 △620,820

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 14,506 9,112

長期借入金の返済による支出 △205,292 △5,292

自己株式の処分による収入 － 706,821

自己株式の取得による支出 － △981,627

配当金の支払額 △208,573 △179,905

財務活動によるキャッシュ・フロー △399,359 △450,891

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 140,211 △227,144

現金及び現金同等物の期首残高 6,323,403 7,564,611

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 6,463,614 ※ 7,337,466
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【注記事項】

（中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用しております。

 

（追加情報）

（流通株式比率向上を目的とする株式需給緩衝信託Ⓡの設定）

当社は、当社のコーポレート・ガバナンス強化および流通株式比率を向上させる取組みを進めており、当社の

非流通株式所有者である大株主の保有する当社株式の一部を取得し、市場への売却を株式需給緩衝信託Ⓡ（以下

「本信託」という。）により実施しております。

本信託は、当社が拠出する資金を原資として東京証券取引所の終値取引（ToSTNeT-2）により当社株式を取得

し、その後、当社株式の市場需給に与える影響を極力回避する方法で信託期間の内に当社株式を市場に売却し、

売却代金をあらかじめ定めるタイミングで定期的に当社へ分配するものであり、当社を受益者とする自益信託で

あります。

従いまして、形式上は当社が拠出した資金の信託ではありますが、実態として、自己の株式を取得し即時信託

設定したものと同等といえます。この場合「信託の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第23号　

2007年８月２日）Ｑ３に従い、受益者である当社は信託財産を直接保有する場合と同様の会計処理を行うことと

なるため、「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」（企業会計基準第１号　2015年３月26日）及

び「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第２号　2024年３

月22日）に従い、「自己株式」として会計処理しております。本信託により、当中間連結会計期間に当社株式

1,000,000株を951,000千円で取得した後、当中間連結会計期間末までに682,500株を市場で売却し、自己株式が

649,057千円減少いたしました。

当中間連結会計期間における本信託の設定にかかる信託報酬その他の諸費用が損益に与える影響は軽微であり

ます。また、当中間連結会計期間における自己株式処分差損益が資本剰余金に与える影響は軽微であります。

なお、本信託が保有する当社株式については、「自己株式」として会計処理しているため、１株当たり中間純

利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
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（中間連結貸借対照表関係）

※　当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

当社及び連結子会社（株式会社東名テクノロジーズ）においては、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運

転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく中間連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未

実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度
（2025年８月31日）

当中間連結会計期間
（2026年２月28日）

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 4,010,000 千円 4,010,000 千円

借入実行残高 1,200,000 1,200,000

差引額 2,810,000 2,810,000

なお、当社が取引銀行２行と締結した貸出コミットメント契約には、主に次の財務制限条項が付されておりま

す。これらの財務制限条項のいずれかに抵触した場合には、期限の利益を喪失する可能性があります。

（1)2025年８月期以降の決算期及び中間決算期における純資産の部の金額を半期前の金額の75％以上に維持する

こと。

（2)2025年８月期以降の決算期及び中間決算期における経常損益を赤字としないこと。

（3)当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入実行残高の合計額が、直近四半期末時点における連結

貸借対照表上の運転資金所要額（連結貸借対照表において、売上債権に棚卸資産を加算し、買入債務を減算

した額）を超えないこと。

 

（中間連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 
前中間連結会計期間
（自　2024年９月１日
　　至　2025年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　2025年９月１日
　　至　2026年２月28日）

給料及び手当 1,041,386 千円 1,168,949 千円

退職給付費用 16,787 19,711

貸倒引当金繰入額 32,008 32,003

賞与引当金繰入額 91,745 104,690

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとお

りであります。

 
前中間連結会計期間
（自 2024年９月１日
至 2025年２月28日）

当中間連結会計期間
（自 2025年９月１日
至 2026年２月28日）

現金及び預金勘定 6,783,261 千円 7,657,355 千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △319,647 △319,888

現金及び現金同等物 6,463,614 7,337,466
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2024年９月１日　至　2025年２月28日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当た

り配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年11月27日

定時株主総会
普通株式 208,607 28 2024年８月31日 2024年11月28日 利益剰余金

（注）当社は、2024年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。１株当たり

配当額は、当該株式分割前の金額を記載しております。

 

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となる

もの

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当た

り配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年４月14日

取締役会
普通株式 104,914 7 2025年２月28日 2025年５月19日 利益剰余金

 

３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　2025年９月１日　至　2026年２月28日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当た

り配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年10月15日

取締役会
普通株式 179,904 12 2025年８月31日 2025年11月13日 利益剰余金

（注）当社は、2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。１株当たり

配当額は、当該株式分割前の金額を記載しております。

 

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となる

もの

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当た

り配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2026年４月14日

取締役会
普通株式 180,389 6 2026年２月28日 2026年５月18日 利益剰余金

（注）配当金の総額には、株式需給緩衝信託Ⓡが基準日時点で保有する当社株式317,500株に対する配当金

1,905千円が含まれております。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

当社は、2025年10月15日開催の取締役会決議に基づき、当中間連結会計期間に株式需給緩衝信託Ⓡ（以下「本

信託」という。）を設定しました。本信託により、当中間連結会計期間に当社株式1,000,000株を951,000千円で

取得した後、当中間連結会計期間末までに682,500株を市場で売却し、自己株式が649,057千円減少いたしまし

た。

この結果、当中間連結会計期間末において自己株式が、302,605千円となっております。詳細につきまして

は、「注記事項（追加情報）」に記載のとおりであります。

 

EDINET提出書類

株式会社東名(E34729)

半期報告書

16/23



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2024年９月１日　至　2025年２月28日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    （単位：千円）

 オフィス光119事業
オフィスでんき119

事業

オフィス
ソリューション

事業
計

売上高     

ストック収益（注）１ 5,888,489 6,595,241 160,408 12,644,139

フロー収益（注）２ 264,405 45,218 1,576,995 1,886,618

顧客との契約から生じる収

益
6,152,894 6,640,459 1,737,403 14,530,758

その他の収益 － － － －

外部顧客への売上高 6,152,894 6,640,459 1,737,403 14,530,758

セグメント間の内部売上高

又は振替高
235 787 34,776 35,799

計 6,153,129 6,641,247 1,772,180 14,566,557

セグメント利益 840,060 1,116,197 265,547 2,221,805

（注）１．ストック収益とは、サービスの提供期間に応じて売上計上される収益であり、オフィス光119事業において

は主に光回線及び自社サービスの提供、オフィスでんき119事業においては主に電力小売販売、オフィスソ

リューション事業においては主に保険商品の取次によるものであります。

２．フロー収益とは、商品の納品・検収時に一括で売上計上される収益であり、オフィス光119事業においては

主に光回線サービスの取次、オフィスソリューション事業においては主に情報端末機器・環境商材の販売に

よるものであります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 2,221,805

全社費用（注） △480,693

中間連結損益計算書の営業利益 1,741,111

　（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

「オフィスソリューション事業」において、当社の連結子会社である株式会社デジタルクリエーター

ズが事業譲受を行ったことにより、のれんが増加いたしました。当該事象によるのれんの増加額は、

100,000千円であります。
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Ⅱ　当中間連結会計期間（自　2025年９月１日　至　2026年２月28日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    （単位：千円）

 オフィス光119事業
オフィスでんき119

事業

オフィス
ソリューション

事業
計

売上高     

ストック収益（注）１ 6,220,398 7,045,087 154,962 13,420,448

フロー収益（注）２ 280,150 42,154 1,200,163 1,522,468

顧客との契約から生じる収

益
6,500,548 7,087,241 1,355,126 14,942,916

その他の収益 － － － －

外部顧客への売上高 6,500,548 7,087,241 1,355,126 14,942,916

セグメント間の内部売上高

又は振替高
250 493 47,359 48,102

計 6,500,798 7,087,734 1,402,485 14,991,019

セグメント利益 829,008 1,188,083 203,624 2,220,715

（注）１．ストック収益とは、サービスの提供期間に応じて売上計上される収益であり、オフィス光119事業において

は主に光回線及び自社サービスの提供、オフィスでんき119事業においては主に電力小売販売、オフィスソ

リューション事業においては主に保険商品の取次によるものであります。

２．フロー収益とは、商品の検収時に一括で売上計上される収益であり、オフィス光119事業においては主に光

回線サービスの取次、オフィスでんき119事業においては主に電力取次販売、オフィスソリューション事業

においては主に情報端末機器・環境商材の販売によるものであります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 2,220,715

全社費用（注） △564,997

中間連結損益計算書の営業利益 1,655,718

　（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。

 

（１株当たり情報）

１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間
（自　2024年９月１日
至　2025年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　2025年９月１日
至　2026年２月28日）

(1)１株当たり中間純利益金額 41円71銭 38円42銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益金額

（千円）
1,244,477 1,133,111

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利

益金額（千円）
1,244,477 1,133,111

普通株式の期中平均株式数（株） 29,834,366 29,491,761

(2)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額 40円90銭 37円91銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） 590,976 399,116

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式で、前連結会計年度末から重要な変動があっ

たものの概要

－ 第６回新株予約権（新株予

約権の数1,100個（普通株式

220,000株））

（注）１．当社は、2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度

の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり中間純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額を算定しております。

２．普通株式の期中平均株式数の計算において、株式需給緩衝信託®が保有する当社株式は控除する自己株式に

含めております（当中間連結会計期間　558,845株、前中間連結会計期間　－株）。
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

(1）期末配当

2025年10月15日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

（イ）配当金の総額 ………………………………………179,904千円

（ロ）１株当たりの金額 …………………………………12円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日 …………2025年11月13日

（注）１．2025年８月31日現在の株主名簿に記載又は登録された株主に対し、支払いを行います。

２．当社は、2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。１株

当たりの金額は、当該株式分割前の金額を記載しております。

 

(2）中間配当

2026年４月14日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）配当金の総額 ………………………………………180,389千円

（ロ）１株当たりの金額 …………………………………６円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日 …………2026年５月18日

（注）１．2026年２月28日現在の株主名簿に記載又は登録された株主に対し、支払いを行います。

２．配当金の総額には、株式需給緩衝信託Ⓡが基準日時点で保有する当社株式317,500株に対する配

当金1,905千円が含まれております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

2026年４月10日

株式会社東名

取締役会　御中

 

仰星監査法人

　名古屋事務所

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 淺井　孝孔

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 木全　泰之

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社東名の

2025年９月１日から2026年８月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年９月１日から2026年２月28日まで）

に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結

キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、株式会社東名及び連結子会社の2026年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な

点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される

規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年

度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。

EDINET提出書類

株式会社東名(E34729)

半期報告書

22/23



また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間

連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報

告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能

性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及

び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められな

いかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結

論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以上

 

 

 

（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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